
平成29年１月 
総務省政策統括官（統計基準担当） 

諮問第101号の概要 

（労働力調査の変更） 
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012946
スタンプ



  国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。 
調査の目的 

調査の概要 

 昭和21年９月に試験的に開始し、22年７月から本格的に実施（毎月） 

 基礎調査票：全国の世帯及び世帯員 
 約４万世帯（約11万人） 
（母集団：約5,000万世帯、約１億3,000万人） 
 
 特定調査票：全国の世帯及び15歳以上の世
帯員 

 約１万世帯（約２万5,000人） 
（母集団：約5,000万世帯、約１億1,000万人） 
 
※ 調査対象世帯は、基礎調査票を毎回（１年目（連 
  続する２か月）、２年目（１年目と同一の連続する２ 
  か月）の計４か月）記入するが、特定調査票は２年 
  目の２か月目のみ記入する。 

調 
査 
事 
項 

 基礎調査票 
  就業状態、所属の事業所の事業の種類等、仕事の種類、 
  従業上の地位、雇用形態、就業時間及び就業日数、 
  求職状況 など 
 
 特定調査票 
  非正規の雇用者が現職の雇用形態についている理由、 
  仕事からの年間収入、仕事につけない理由、求職活動の期間、 
  就業希望の有無 など 

調査の 
沿革 

調査期日 

調査系統 

調査範囲 
及び 

報告者数 

 毎月末日（12月は26日）現在 
 

※ 就業状態については毎月の末日に終わる１週間 
  （12月は20日から26日までの１週間） 

 総務省ー都道府県ー統計調査員ー報告者  

 調査員が世帯ごとに調査票を配布し、 世帯
は調査票を調査員へ提出 調査方法 

結
果
公
表 

 基本集計（基礎調査票から集計する結果） 
    月次      調査月の翌月 
    四半期平均  各四半期最終調査月の翌月 
    年平均     12月分速報結果公表日 
    年度平均    ３月分速報結果公表日 
 
 詳細集計（主に特定調査票から集計する結果） 
    四半期平均  各四半期最終調査月の翌々月 
    年平均     10～12月期平均速報結果公表日 
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○ 国際労働機関（ILO）、国際通貨基金（IMF）、経済協力開発機構（OECD）などへ調査結果（就業者数、完全失業者

数など）を提供 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政施策立案に当たっての利用 

（「月例経済報告（平成28年９月）」（内閣府）から抜粋） 

○ 政府が毎月発表する月例経済報告において、 
 雇用面の指標として景気の分析に利用 

○ 審議会等※の政策立案過程における基礎資料とし
て利用 

※（ 「地域経済の活性化に向けた女性の活躍促進について」（平成26年４月男女 
  共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会）から抜粋。女性の就業状況を 
  把握する基礎資料として利用） 

 
○ 国民経済計算における雇用者報酬の推計のための基礎データとして、雇用者数を利用 

加工統計への利用 

国際比較のための利用 

※ 毎月末の閣議において、調査結果（就業者数、完全失業者数など）を配布するとともに、総務大臣から発言  
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   2013年10月に開催されたILO主催の第19回国際労働統計家会議において就業等に 
  関する決議が採択された。本調査で対応が求められる内容は、以下のとおりである。 

決議内容① 失業者の定義における求職活動期間の明確化 

【新たなILO決議における失業者の定義】 
（※ 以下「新定義」という。） 
 
 失業者の要件は、 
  ① 就業しておらず、 
  ② ４週間又は１か月以内に求職活動を 
    しており（注１）、 
  ③ 就業可能な者（注２） 

である。 
 
（注１）従前の定義では、求職活動期間は各国の裁量 
     に任されており、我が国では「月末１週間」 
 
（注２）国情により参照期間を先へ、２週間を超えない  
     範囲で拡大可能 
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決議内容② 「未活用労働指標」の導入 

 未活用労働（Labour Underutilization）
に関する下記４つの指標のうち、２つ以
上を集計することとされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU1（新定義の失業率） 

LU2（追加就労希望就業者を加えた率） 

LU3（潜在労働力人口を加えた率） 

LU4（追加就労希望就業者と 
      潜在労働力人口を加えた率） 

5 



○   ILOにおける就業・失業等に関する国際基準の見直しや今後の実務マニュアルの 
  検討状況を踏まえ、失業者等の定義の変更や失業率を補う新たな指標の作成及び 
  提供について、既存の研究結果や試験調査の実施等を含めた検討を行った上で、 
  時系列比較の観点にも留意しつつ、国際基準に可能な限り対応した統計の作成及び 
  提供に努める。 
   ⇒ 平成28年度末までに結論を得る。 

   基本計画（注）において、総務省に対し、以下の事項が指摘されている。 
   （注）「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定） 

        別表「第２ 公的統計の整備に関する事項」部分 

         項目３（４）「企業活動の変化や働き方の多様化等に対応した労働統計の整備」 

基本計画における指摘事項 
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 【変更内容①】 
 
 
 
 
 

                  
 

 【変更内容②】 

 

   

（※平成30年１月分の調査から措置予定）

【最近の求職活動の時期】 
【就業の可能性】 
 ILO決議に対応するため、失業者の要件

のうち「１か月以内に求職活動をしている
こと」及び「就業可能な者であること」につ
き、基礎調査票で把握 

 各調査事項の追加や変更等につき、前述の国際基準（ILO決議）への対応、
利活用、報告者の記入負担の観点から、適当かどうか確認する。 

（注）月末１週間に就業も求職活動もしていない者であっても失業者に該当する場合があるため、これらの 
  者について「最近の求職活動の時期」及び「就業の可能性」を把握するもの 

【就業時間の延長や仕事の追加の可否】 
 ILO決議に対応するため、未活用労働
に係る新指標のうち「LU2（追加就労希望

就業者を加えた率）」の算出に用いる就
業時間の延長や仕事の追加の可否を把
握する調査事項を特定調査票に追加 

新定義で追加され
る失業者の把握 

特定調査票 
 回答対象：就業者 

基礎調査票 
 
 

回答対象：月末１週間に就業も 
求職活動もしていない者 
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（注）「追加就労希望就業者」の該当要件のうち、就業時間（週35時間未満か否か）及び就業時間の追加希 
  望の有無については、現行の調査事項である「１週間の就業時間」【基礎調査票】及び「就業時間増減希 
  望の有無」【特定調査票】によって把握することができる。 



 【変更内容③】 
 
 
 
 
 

 

 【変更内容④】 

 

   

（※平成30年１月分の調査から措置予定）

【最近の求職活動の時期】 
 前記【変更内容①】の変更（基礎調査票
での「この１か月の求職活動の有無」及び
「就業の可能性」の把握）に伴い、把握内
容がこれと重複するため、特定調査票か
ら削除 

【求職活動の方法】 
 前記【変更内容③】の削除に伴い、過去
に行った求職活動の結果を待っていた者
を推計できなくなるため、特定調査票の
本調査事項の選択肢に「求職の申込み
や応募などの結果を問い合わせた」及び
「求職活動の結果を待っていた」を追加 

特定調査票 
 回答対象：完全失業者 

特定調査票 
 回答対象：失業者 

（注）「特定調査票の記入のしかた」において、「この１か月には全くしなかった」とは、「過去に行った求職 
  活動の結果を待っていて、今月中に全く求職活動をしなかった人が該当します」と説明している。 

8 

選択肢を追加 



 
 
 

現 行 
 
 
 
 
 
 

変更案 

 前回答申の指摘への対応、統計の正確性や継続性の 
 観点から、適当かどうか確認する。 

  基礎調査票の「従業上の地位」を把握する調
査事項の選択肢のうち・・・常雇に該当する者の
中には、自身の雇用契約期間が有期なのか無
期なのかを必ずしも十分に承知していない者が
いるおそれがある。また、この点を勘案し、平成
24年に実施予定の就業構造基本調査の「雇
用契約期間の定めの有無」を把握する調査事
項の選択肢においては、「定めがない」、「定めが
ある」のほか「わからない」を設けている。 

  したがって、今後、労働力調査の「従業上の
地位」に係る平成25年の調査結果及び平成
24年就業構造基本調査の「雇用契約期間の
定めの有無」に係る調査結果（平成25年７月
公表）における回答状況を分析の上、労働力
調査の「従業上の地位」を把握する調査事項の
選択肢に「わからない」を追加する必要性を検討
し、速やかに一定の結論を得る必要がある。 

   前回答申（注）において、「今後の課題」として以下のとおり指摘されている。 
   （注）「諮問第39号の答申 労働力調査の変更及び労働力調査の指定の変更（名称の変更）について」 

       （平成24年１月20日付け府統委第６号） 

今後の課題 
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対応状況：指摘を踏まえ措置予定 



 
 
 
 

 

  
 

   

 各集計事項の追加や変更等につき、ILO決議への対応、時系列比較などの
観点から、適当かどうか確認する。 

 「未活用労働指標」の導入 

未活用労働指標１（LU1） 
（新たな失業率） 

未活用労働指標２（LU2） 
（追加就労希望就業者を加えた率） 

未活用労働指標３（LU3） 
（潜在労働力人口を加えた率） 

未活用労働指標４（LU4） 
（追加就労希望就業者と 
  潜在労働力人口を加えた率） 

未活用労働補助指標１ 
（会社都合等による失業の率） 

未活用労働補助指標２ 
（拡張求職者を加えた率） 
（注）「拡張求職者」：１か月以内に求職活動をしていて、すぐではないが２週間以内に就業できる者 

ILO決議で
掲げられてい
る４指標 
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変更後の公表スケジュール 

○ 時系列比較の観点に留意し、当面、完全失業率（従前公表しているもの）等の公表を維持 
○ 新たな失業率の毎月の公表は、季節調整値による時系列比較等が可能となった時点で実施 
○ 詳細集計（四半期ごと）において、ILO決議等に対応した新たな４指標と２補助指標の公表を実施 
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